
不
要
と
な
っ
た
事
務
物
品 

な
ど
を
お
売
り
し
ま
す

　

い
ず
れ
も
長
期
間
使
用
し
た
物
品
で
す
。

購
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
現
物
を
確
認
し

て
か
ら
見
積
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

実�

施
要
領
等　
市
役
所
防
災
管
財
課
（
本

庁
舎
２
階
）
、
ま
た
は
各
支
所
・
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
て
あ

る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

見
積
書
の
受
付
期
限

　

８
月
28
日
㈬

　

受
付
時
間
は
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

�

内
覧
会
を
行
い
ま
す�

・
事
務
用
品　

８
月
23
日
㈮

　

佐
渡
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

・
調
理
器
具　

８
月
19
日
㈪

　

子
ど
も
若
者
相
談
セ
ン
タ
ー

手
続
き
に
つ
い
て

　

防
災
管
財
課　

管
財
係

　

☎
63
―
３
１
２
５

　

事
務
用
品
に
つ
い
て

　

両
津
支
所　

地
域
支
援
係

　

☎
27
―
２
１
１
１

　

調
理
器
具
に
つ
い
て

　

子
ど
も
若
者
相
談
セ
ン
タ
ー

　

☎
58
―
８
０
７
７

講
演
会「
ア
ル
コ
ー
ル
と 

う
ま
く
つ
き
あ
う
た
め
に
」

８
月
26
日
㈪　

午
後
２
時
～
３
時
30
分

金
井
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

 

お
酒
と
の
上
手
な
つ
き
あ
い
方
や
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
の
基
本
的
な
知
識
な
ど

医
療
法
人
恵
松
会　

河
渡
病
院

　

院
長　

若
穂
囲  

徹
氏

 

８
月
23
日
㈮
ま
で
に
お
電
話
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

佐
渡
保
健
所　

地
域
保
健
課

　

☎
74
―
３
４
０
７

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
購
入
費 

助
成
事
業
の
募
集
期
間
を 

令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で 

延
長
し
ま
し
た

　

大
切
な
命
を
守
る
た
め
、
す
べ
て
の
住

宅
に
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
世
帯
や
、
重

度
障
が
い
者
を
含
む
世
帯
に
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
購
入
費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・

高
齢
福
祉
課　

高
齢
福
祉
係

　

☎
63
―
３
７
９
０

　

不
正
請
求
の
抑
止
と
発
見
！　

 

　
　
　
　

本
人
通
知
制
度
に
登
録
く
だ
さ
い

　

住
民
票
な
ど
が
本
人
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
不
正
に
取
得
さ
れ
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
や

人
権
侵
害
を
引
き
起
こ
す
事
例
も
あ
り
ま
す
。

　

本
人
通
知
制
度
に
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
正
請
求
が
発
覚
す
る
可
能
性
が
高
ま
り
、

不
正
請
求
を
抑
止
す
る
こ
と
へ
繋
が
り
ま
す
。

 

事
前
に
登
録
さ
れ
た
方
の
住
民
票
や
戸

籍
謄
本
な
ど
を
第
三
者
、
弁
護
士
や
行

政
書
士
、
代
理
人
な
ど
の
本
人
以
外
の

方
に
交
付
し
た
場
合
に
、
登
録
者
本
人

に
そ
の
事
実
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
証
明
書

①
住
民
票
の
写
し
（
除
票
を
含
む
）

②
住
民
票
の
記
載
事
項
証
明
書

③ 

戸
籍
の
附
票
の
写
し（
除
附
票
を
含
む
）

④
戸
籍
の
謄
本
・
抄
本

　
（
除
籍
、
改
製
原
戸
籍
を
含
む
）

⑤
戸
籍
の
記
載
事
項
証
明
書

対
象
外
と
な
る
場
合

・ 

本
人
や
親
族
（
本
人
と
同
等
に
証
明
書

が
請
求
で
き
る
方
）
か
ら
の
請
求

・ 

国
や
地
方
公
共
団
体
の
機
関
か
ら
請
求

登
録
の
手
続
き

　

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
）
を

持
参
の
上
、
市
役
所
市
民
生
活
課
（
本
庁

舎
１
階
）
ま
た
は
、
各
支
所
・
行
政
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

市
民
生
活
課　

戸
籍
係

　

☎
63
―
５
１
１
２

両
津
地
区
公
民
館
で
成
人
検
診
を
受
診
さ
れ
る
皆
さ
ま
へ

両
津
地
区
公
民
館
の
場
所
は
、
市
役
所
両
津
支
所
内
で
す

　

両
津
地
区
公
民
館
は
、
今
年
１
月
に
新
設
し
た
市
役
所
両
津
支
所
３
階
（
両
津
湊
）

に
あ
り
ま
す
。

　

梅
津
に
あ
る
旧
両
津
地
区
公
民
館
と
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

両
津
支
所　

福
祉
保
健
係　

☎
27
―
２
１
１
４

本人通知制度で
不正請求の抑止と

発見！
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